
インターネットバンキングにおける不正送金について 

 

７月下旬に不正送金事犯が複数の金融機関で発生するなど再び不正送金が増加していま

す。 

当該不正送金は不特定多数の金融機関において特定人物により行われていることがわ

かっており、ウィルスに感染したインターネットバンキング用パソコンからＩＤ・パスワー

ドが漏えいしたものと想定されます。 

つきましては、不正送金を防止するため、早急にセキュリティ対策を実施していただき

ますようお願いします。 

 

不正送金の概要 

 

 

 

 

被害に遭わないために 

 ウィルス感染防止  → パスワード等の漏えい防止効果があります 

 

 

 

 

 パスワードの定期的な変更  → 漏えいしたパスワードを無効化する効果があります 

 

 

 

 

 不正アクセスの検知  → 不正送金を未然に察知する効果があります 

 

 

 

 

 

 身に覚えのないログインや取引が確認された場合は、直ちにパソコンの電源を切り、下記までご連絡く

ださい。 

受 付 日 時 連 絡 先 

平日（月～金）の 9：00～17：00 お取引店 

上記以外 
しんくみＡＴＭセンター 

℡ 047-498-0151 

平成２６年８月 

滋賀県信用組合 

 

ご注意ください 

夜間（企業さまの業務終了後など取引内容の確認が困難な時間帯）に、不正な

送金予約取引が行われ、翌日早朝に送金先口座から出金される。 

 ＯＳやブラウザは最新の状態に更新してください。 

 ウィルス対策ソフトを導入し、常に最新の状態にしてください。 

 パソコンがウィルスに感染していないことを定期的に確認してください。 

 

 パスワードは必ず定期的に変更してください。 

 個人向けインターネットバンキングをご利用のお客さまはワンタイムパス

ワードをご利用ください。 

 

 インターネットバンキングの利用有無に関わらず利用履歴を確認し、不正取

引がないかを確認してください。 

 可能であれば、取引通知メールの宛先を携帯電話などに設定し、夜間（退社

後）の不正アクセスについても検知するようにしてください。 

  

 

http://www.shigaken.shinkumi.jp/pdf/nb_%20otp_guide.pdf
http://www.shigaken.shinkumi.jp/pdf/nb_%20otp_guide.pdf

